
【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２２年度）
実　　施　　結　　果

２２年度上期 ２２年度下期 平成２２年度

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

・金融円滑化に関する研修を開催し、職員のレ
ベルアップと経営支援態勢や説明態勢の充実を
図る。
・金融円滑化に向けた実績をホームページに公
表する。

・金融円滑化研修会を開催する。
・金融円滑化に向けた実績を四半期毎にホーム
ページで掲載する。

・同左 ・平成22年6月、金融円滑化研修会を実施し、法の趣旨や説明
態勢の重要性を周知致しました(参加人員47名)
・平成22年3月末、9月末時点における金融円滑化取組実績につ
いて、それぞれ5月・11月に当金庫ホームページ上で開示致し
ました。

・経営改善支援の取組み先数やランクアップ先
数を公表する。

・経営改善支援の取組み先数やランクアップ先
数を公表する。

・同左 ・平成22年6月、平成21年度の取組結果を当金庫ホームページ
上で開示致しました。なお、平成22年年度の取組結果は、平成
23年6月頃に当金庫ホームページ上で開示予定ですが、経営改
善支援先23先のうち、ランクアップ予定先はありません。

・健全化重点取組先については、経営支援課が
定期的に訪問を行い、積極的に経営者と改善項
目の共有化を図り改善に取り組む。
・財務内容改善の議論に止まることなく、経営
全体の改善にも取り組む。

・健全化重点取組先については、経営支援課が
定期的に訪問を行い、積極的に経営者と改善項
目の共有化を図り改善に取り組む。
・財務内容改善の議論に止まることなく、経営
全体の改善にも取り組む。

・同左 ・22年6月、経営健全化重点取組先として23先を選定し、その
中から4先を最重点取組先と致しました。
・営業店は経営者との面談を通して、財務分析、経営上の問題
点等を把握し、経営改善のサポートを実施致しました。
・本部経営支援課は、最重点取組先4社に直接訪問し、経営上
の問題点についてアドバイスを実施致しました。

・新分野、異業種分野へ進出する企業に対して
優遇金利の融資を行い金融面から協力する。
・連携先である政策公庫や中小企業診断士会と
の情報共有を密にして取り組む。

・新分野、異業種分野へ進出する企業に対して
優遇金利の融資を行い金融面から協力する。
・連携先である政策公庫や中小企業診断士会と
の情報共有を密にして取り組む。

・同左 ・新分野、異業種分野へ進出した企業に対する優遇金利適用実
績は2先でした。
なお、当金庫における平成22年度の創業・新事業等に係る金融
支援は、10件、280百万円を実行致しました。
・連携先である中小企業診断士会等との情報共有は、随時行っ
ております。

・新分野、異業種分野へ進出する企業のサ
ポートを強化する。

・健全化重点取組先については、特に、改善
を早期に要する先（最重点先）を選定し、経
営支援課が重点的に経営相談に取り組む。

実施スケジュール

・取引先企業に対する経営健全化等の強化に
関する実績を公表する。

項　　　　　目 具体的取組策

・金融円滑化に向けた態勢強化と支援態勢の充
実を図る。
・金融円滑化に向けた実績を公表する。

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度　　　　地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針

○　当金庫では、地域金融機関の存在意義は「地域密着型金融」に徹することの認識のもと、事業再生・中小企業金融の円滑化、
　　経営力の強化等、お客様の利便性の向上を目指して諸施策を実施してまいりました。
　　今後も、推進計画を継続して取組み、より充実したものへとレベルアップを図るとともに、新たな取組みにも選択と集中により
　　積極的に取組み、地域経済の発展に取組んでまいります。

○　具体的には、監督指針における（１）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化、（２）事業価値を見極める融資を
　　はじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底、（３）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献に基づき、地域
　　貢献や利用者のニ－ズ等に応じた個別計画を策定し積極的に推進してまいります。

留萌信用金庫
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【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２２年度）
実　　施　　結　　果

２２年度上期 ２２年度下期 平成２２年度

実施スケジュール
項　　　　　目 具体的取組策

・北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組
合（しんきんファンド）の活用で資本増強の支
援を行う。
・北海道しんきんリカバリ－の活用で再生支援
の促進を図る。

・北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組
合（しんきんファンド）の活用で資本増強の支
援を行う。
・北海道しんきんリカバリ－の活用で再生支援
の促進を図る。

・同左 ・平成23年1月、優れた技術(実用新案登録済)を有する取引先
を実施事業体である北海道ベンチャーキャピタル㈱に１先紹介
しております。(ただし、規模等の関係から採択されませんで
した)
・北海道しんきんリカバリーの利用実績はありませんでした。

・法律相談、税務相談の定期的開催
・外部中小企業診断士の派遣支援

・法律相談、税務相談の定期的開催
・外部中小企業診断士の派遣支援

・同左 ・法律相談は12名、税務相談は2名実施致しました。
・中小企業大学校旭川校へ6名派遣致しました。
・外部中小企業診断士の派遣支援は、営業店を通じ、候補先に
対して提案しており、現在検討頂いている段階にあります。

・地域産業の活性化を図る。（留萌振興局との
包括連携事業）
・地域に根ざした事業創出。（留萌振興局との
包括連携事業）

・地域産業の活性化を図る。（留萌振興局との
包括連携事業）
・地域に根ざした事業創出。（留萌振興局との
包括連携事業）

・同左 ・留萌振興局との包括連携事業として、個別相談会等を下記の
通り2回実施致しました。
22年7月「２０１０ビジネスマッチングｉｎ留萌(2日間)」(参
加社数10社)
22年10月「食品付加価値向上セミナーｉｎ留萌(2日間)」(セミ
ナー参加50社、現地技術支援2社)

・（社）北海道中小企業診断士と連携し、取引
先企業の（１）経営力の向上（２）創業・再
チャレンジ（３）事業承継といった課題対応を
支援する。

・（社）北海道中小企業診断士と連携し、取引
先企業の（１）経営力の向上（２）創業・再
チャレンジ（３）事業承継といった課題対応を
支援する。

・同左 ・平成22年4月、留萌振興局の要請に基づき、「産学官連携型
地域クラスター整備事業」に対し、当金庫職員が当該事業の
コーディネーター役として委嘱を受け、地域企業の相談業務強
化に向けた態勢整備を図りました。(23年度も継続して委嘱を
受けております)
・平成22年度の「中小企業応援センター事業」における相談案
件は6先、16回の実績がありました。
・平成23年2月に「中小企業応援センター事業」を活用し、経
営セミナーを開催致しました。
ﾃｰﾏ：経営者としてこれだけは知っておくべき財務の視点
参加人員：70名

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

・「元気なモノ作り中小企業」の選定企業や
「モノ作りに積極的な中小企業」に対して優遇
金利の融資を行い金融面から協力する。

・「元気なモノ作り中小企業」の選定企業や
「モノ作りに積極的な中小企業」に対して優遇
金利の融資を行い金融面から協力する。

・同左 ・平成23年3月、モノ作りに積極的な地元中小企業に対し、優
遇金利を適用した融資を実施致しました。(1件、30百万円)

・当庫の信用格付制度を活用した「るしん商売
繁盛ローン」を積極的に推進する。
・流動資産担保融資（ＡＢＬ）を積極的に推進
する。

「るしん商売繁盛ローン」を積極的に推進す
る。
・流動資産担保融資（ＡＢＬ）を積極的に推進
する。

・同左 ・｢るしん商売繁盛ローン｣は、5件、68百万円実行致しまし
た。
・｢景気対応緊急保証｣は、140件、1,922百万円実行致しまし
た。
・｢流動資産担保融資(ABL)｣の実行はありませんでした。
・第三者保証の利用に対しては、22年6月に実施した金融円滑
化研修会にて、法の趣旨を踏まえた対応を心掛けるよう指導致
しました。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置資金
の利用者に対し、優遇金利を適用する。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の設置資金
の利用者に対し、優遇金利を適用する。

・同左 ・環境に資する資金に対し金利優遇を目的とする｢るしんECO(ｴ
ｺ)ローン｣は、1件、35百万円実行致しました。

・留萌振興局との包括連携協定に基づく事業と
して、留萌管内の企業等が行う商品開発等の取
組みに対し、事業費の一部を助成する。
・対象となる取組み
（１）地元の食材等の地域資源を活用した商品
開発
（２）新技術を取り入れた商品開発
（３）その他、特に効果が認められるもの

・留萌振興局との包括連携協定に基づく事業と
して、留萌管内の企業等が行う商品開発等の取
組みに対し、事業費の一部を助成する。
・対象となる取組み
（１）地元の食材等の地域資源を活用した商品
開発
（２）新技術を取り入れた商品開発
（３）その他、特に効果が認められるもの

・同左 ・22年11月、留萌元気づくり助成金として、3件、30万円の助
成金交付を実施致しました。

・法務、税務、財務等の外部専門家と連携し
た取組み

・経済産業省の推進する技術評価等と連携し
た取組み

・不動産担保・個人保証に過度に依存しない
融資の徹底
・第三者保証の利用にあたっては、保証人の
能力を超える過度な保証とならないよう指導
を強化する。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の普及を
金融面より支援する。

・地公体との連携による中小企業施策の活用

・中小企業基盤整備機構のファンドをはじめ
とする各種ファンドの活用

・コンサルタント能力・態勢の強化

・取引先企業の経営力向上や事業承継等の経
営支援を目的とした「中小企業応援センター
事業」を活用する。
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【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２２年度）
実　　施　　結　　果

２２年度上期 ２２年度下期 平成２２年度

実施スケジュール
項　　　　　目 具体的取組策

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

・経営支援課が中心となり、営業店と連携して
留萌市・留萌管内商工会との間において、意見
交換会を定期的に開催する。

・経営支援課が中心となり、営業店と連携して
留萌市・留萌管内商工会議所及び商工会との間
において、意見交換会を定期的に開催する。

・23年3月、留萌商工会議所及び留萌管内商工会(増毛・羽幌)
との間において、当金庫の「地域密着型金融推進計画」に関す
る取組み状況及び新規・創業支援等について情報交換会を実施
致しました。

・留萌振興局との包括連携協定事業推進
①人材育成（金銭教育「キッズマネ－スク－
ル」の開催、地域新任教員研修の開催）
②地域に根ざした事業創出（留萌元気づくりセ
ミナ－の開催、創業支援講座開催）
③地域の豊かな「食」に関する事業（地域物産
展の開催、「食」の販路拡大セミナ－及び相談
会の開催）

・留萌振興局との包括連携協定事業推進
①人材育成（金銭教育「キッズマネ－スク－
ル」の開催、地域新任教員研修の開催）
②地域に根ざした事業創出（留萌元気づくりセ
ミナ－の開催、創業支援講座開催）
③地域の豊かな「食」に関する事業（地域物産
展の開催、「食」の販路拡大セミナ－及び相談
会の開催）

・同左 ・留萌振興局との包括連携事業として、セミナー等を下記の通
り4回実施致しました。
22年7月「教職員初任者研修」(参加人員22名)
22年7月「留萌管内海水浴場ＰＲポスターの展示」(展示場所：
旭川地区4ヶ店、札幌地区3ヶ店の計7ｹ店)
22年8月「夏休みキッズ・マネースクール」(参加人員26名)
23年3月「第３回留萌・元気作りセミナー」(参加人員80名)

・法律相談運営要領の積極的なＰＲと専門家に
よる法律相談を開催する。

・法律相談運営要領の積極的なＰＲと専門家に
よる法律相談を開催する。

・同左 ・22年10月、各営業店に対し、多重債務相談窓口の周知徹底を
図り、併せて、全店にＰＲポスターの掲示を実施致しました。

・市役所、商工会議所等と連携し、コミュニ
ティ・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資を実施
する。

・市役所、商工会議所等と連携し、コミュニ
ティ・ビジネスやＮＰＯへの支援・融資を実施
する。

・同左 ・地域資源の活用や地域課題の解決を目的としたＮＰＯ等に対
し融資を行うこととした「るしんＮＰＯサポートローン」は、
2件、8百万円実行致しました。
なお、上記融資商品は、北海道財務局の平成22年度『地域密着
型金融の取組みに対する顕彰』に選ばれ高い評価を頂いており
ます。

・コミュニティ・ビジネスやＮＰＯへの支
援・融資

・「公民連携」のコアメンバ－として積極的
に活動し地域活性化に努める。

・地域社会にも大きな影響を与える多重債務
者問題については、法律専門家への紹介等相
談機能を活かした予防策を講ずる

・留萌市・留萌管内の商工会議所及び商工会
との間において、地域の活性化・再生推進に
向けた意見交換会を実施する。
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